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【手続補正書】
【提出日】平成27年5月25日(2015.5.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　－カゼインを含有する第一の原料液を提供する段階、
　－タンパク質架橋形成酵素の活性を阻害する物質を含有する第二の原料液を提供する段
階、
　－第一の原料液をタンパク質架橋形成酵素で処理して、酵素処理された原料液を提供す
る段階、
　－酵素処理された原料液を第二の原料液と混合して、チーズミルクを提供する段階、
　－凝固剤を用いてチーズミルクをチーズへ加工する段階、
を含む、チーズを製造するための方法。
【請求項２】
　タンパク質架橋形成酵素が、トランスグルタミナーゼ、ラッカーゼ、チロシナーゼ、ペ
ルオキシダーゼ、スルフヒドリルオキシダーゼ、グルコースオキシダーゼ、タンパク質グ
ルタミナーゼ、またはそれらの混合物である、請求項１の方法。
【請求項３】
　タンパク質架橋形成酵素がトランスグルタミナーゼである、請求項２の方法。
【請求項４】
　第一の原料液がホエータンパク質で強化されない、請求項１から３のいずれかの方法。
【請求項５】
　第一の原料液のホエータンパク質含量が最大で５％である、請求項４の方法。
【請求項６】
　第一の原料液のホエータンパク質含量が最大で２％である、請求項５の方法。
【請求項７】
　第一の原料液が低温殺菌される、請求項１から６のいずれかの方法。
【請求項８】
　チーズミルクが低温殺菌される、請求項１から７のいずれかの方法。
【請求項９】
　第一の原料液が、タンパク質架橋形成酵素で処理されるカゼイン濃縮物を提供するため
に、膜ろ過に供される、請求項１から８のいずれかの方法。
【請求項１０】
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　膜ろ過が、限外ろ過、精密ろ過、限外ろ過／透析ろ過、または精密ろ過／透析ろ過であ
る、請求項９の方法。
【請求項１１】
　膜ろ過が限外ろ過である、請求項１０の方法。
【請求項１２】
　カゼイン濃縮物が低温殺菌される、請求項９から１１のいずれかの方法。
【請求項１３】
　カゼイン濃縮物のタンパク質含量が２．７から３５重量％である、請求項９から１２の
いずれかの方法。
【請求項１４】
　カゼイン濃縮物のタンパク質含量が１２重量％である、請求項１３の方法。
【請求項１５】
　チーズミルクの５重量％から５０重量％のタンパク質が、タンパク質架橋形成剤で処理
される、請求項１から１４のいずれかの方法。
【請求項１６】
　チーズミルクの２０重量％のタンパク質が、タンパク質架橋形成剤で処理される、請求
項１５の方法。
【請求項１７】
　添加されるタンパク質架橋形成酵素の量が、０．２から１０Ｕ／ｇタンパク質である、
請求項１から１６のいずれかの方法。
【請求項１８】
　添加されるタンパク質架橋形成酵素の量が、１から５Ｕ／ｇタンパク質である、請求項
１７の方法。
【請求項１９】
　タンパク質架橋形成酵素が、第一の原料液と１５分から２４時間の間、４℃から４０℃
の範囲の温度でインキュベートされる、請求項１から１８のいずれかの方法。
【請求項２０】
　第二の原料液が、脱脂乳、クリームまたはそれらの混合物を含む、請求項１から１９の
いずれかの方法。
【請求項２１】
　第二の原料液が、第一の原料液の膜ろ過から得られた透過液を含む、請求項１から１９
のいずれかの方法。
【請求項２２】
　最大で２５容量％の第二の原料液が高温処理される、請求項２０または２１の方法。
【請求項２３】
　チーズミルクのタンパク質含量が３．２から４．５重量％である、請求項１から２２の
いずれかの方法。
【請求項２４】
　チーズミルクが、チーズへ加工される前に、６５℃から８０℃で１０から１２０秒間低
温殺菌される、請求項１から２３のいずれかの方法。
【請求項２５】
　６７％以下の無脂肪換算での水分および６６ｋＤａ未満の分子量のタンパク質を有する
チーズのタンパク質プロフィールを有する、タンパク質架橋形成酵素で処理されたチーズ
。
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